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要  約 

 

 立法府支援は開発途上国の内政に密接に関わる点で一種の「政治的エンジニアリング」

である。およそ政治的エンジニアリングは一般的に多くの困難が伴うものであり、1960年

代初めのアメリカなどによる開発途上国の「近代化」の試みが被った失敗からの教訓を学

ぶ必要がある。しかし多くの場合、外部ドナーは今日では何らかの形で政治的エンジニア

リングを行わざるをえなくなっている。本報告書では、1990年代以後のアフリカ政治にお

ける議会の位置づけを検討し、日本によるアフリカ立法府支援の方途を模索しようとする

ものである。本報告書は比較政治学における政治制度分析によるアプローチをとるもので

ある。それは、1990年代以降のアフリカにおいては民主化が進行し、公式の制度による政

治分析が、それ以前とは異なり、一定程度可能になったのではないかとの仮定に基づいてい

る。 

 立法府支援はすでに多くのドナー（バイ、マルチ、NGO）によって実施されてきている。

日本が立法府支援に乗り出す際には、こうした先行ドナーによるプログラムの実施状況・

教訓から学ぶことが必要であろう。そのような論点としては、①多くのドナーが取り組ん

でおり（バイでは、アメリカ・イギリス・ドイツ・フランス・カナダなど、マルチでは列

国議会同盟事務局、国連開発計画、コモンウェルス、仏語圏事務局、NGO ではアメリカ・

イギリス・ドイツ・カナダなどの財団が重要）、現地での援助協調が不可欠、②NGO・国

際機関が中心的な役割を果たしている（政治的な色合いを避けるためにバイのドナーによ

って活用されている）、③支援の内容はインフラ整備からテーマ別の研修など「第二世代」

と呼べるものが出てきている、④支援の結果が持続性をもつためには当事者が主体性をも

つことが決定的に重要、をあげることができる。他のドナーに比して日本の場合には、NGO

をはじめとする既存の政治援助のためのネットワークがないことや、開発途上国との間で

政治的な内容に関する政策対話の蓄積がない、などのハンディがある。その反面、アフリ

カとの間で歴史的しがらみがないことや、日本自身の発展の歴史がモデルとしての信頼性

がある、などが強みとして指摘できるであろう。 

 立法府支援は民主化支援の一環として位置づけられるべきであるが、民主化支援におけ

ると同様に、立法府支援にはガバナンス強化と民主的正統性の強化という2つの流れがある。

議会は国民代表の機関として民主政治に欠かすことができないが、近年では社会の紛争処

理機能を担う機関として位置づけられている。現代において議会は、その役割の低下が指

摘されて久しいが、そのありようは地域によっても異なる。アフリカの議会は、他の地域

に比べると、インフラなど も基礎的な部分を含めて極めて弱体である反面、複数政党制

や自由選挙の導入によって議会の果たすべき役割は高まってきている。その意味で、アフ

リカにおいて立法府を支援する意義は他の地域と比べても高いと考えられる。それぞれの

国において議会がどのような役割を担っているかは、大統領制か議会制であるかによって

大きく異なっている。大統領制においては、議会は政策決定において実質的役割を果たす

ことが期待されているのに対して、議会制においては、議会は政府形成機能が中心であり、
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政策形成の面では自律的な役割を果たさないものと想定されている。政府形成の態様を考

慮した「レジーム」による分類によって、さらに細かく制度的な拘束を明らかにすること

ができる。一党優位内閣、二大政党制内閣、ハイブリッド多数派一致型においては執行府

への権力の集中がもたされやすいことから、立法府支援はできるだけ権力の集中の緩和を

めざして監視機能を中心としたプログラムを行うべきであると考えられる。それに対して、

機能する大統領制においては、政策決定・調査など議会の自律的な役割を高める支援が考

えられる。 

 日本がアフリカに対して立法府支援を行う際には、各国の政治を本報告書で述べた制度

による拘束の観点から分析するとともに、政治アクターの行動の誘因を明らかにすること

から始めなければならない。立法府支援は、その一部である民主的ガバナンス支援の全体

戦略の中で位置づけられ、そのノウハウの蓄積をはかることが求められる。補論では、さ

らに実施体制にも踏み込んで、プログラムの持続性・実効性を確保するための具体的な方

途を提案した。  
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序論 政治的エンジニアリングとしての立法府支援 

 
（1）政治的エンジニアリングの意義と限界 

「立法府支援はサイエンスではなくアートである」1。この指摘は、立法府支援に限らず、

民主化支援一般についてあてはまるであろう。更に以下の2つの点で民主化支援はその可能

性について極めて慎重な見方をするべきであると思われる。 

アメリカでは1960年代初めが行政府支援のプログラムの全盛であった。行動科学の影響の

下で、多くの政治学者が新興独立国にアメリカ政府の資金の下で出発し、社会科学によっ

て開発途上国の政治を「近代化」できるとの確信の下に、壮大な実験を行った。ベトナム

戦争の失敗を待つまでもなくこうした近代化の試みは失敗に終わり、特に成功例として長

い間考えられていたイランのシャー体制がイスラム革命によって倒れると、政治的エンジ

ニアリングの失敗は白日の下になった。現在のガバナンス支援は、「第一波」の失敗の教訓

から学んでいるのであろうか？「第二波」のガバナンス支援に携わる者は、外部からの支

援によって開発途上国の政治の変化を好ましい方向に自由に導くことができるとのナイー

ブな考えから決別することが 低限求められよう。 

また民主主義と経済発展の関係についての一連の研究で主導的役割を果たしてきたア

ダム・プシェヴォルスキ（Przeworski）自身が、民主化支援の可能性に関して、極めて悲観

的な見方をしているのは示唆的であると思われる。すなわち制度がそもそも一定の文化的

（意味の総体という意味で）な文脈の中においてのみ特定の機能を果たす存在であるとす

ると、制度を「移植」するとか「輸入・輸出」する等の試みは、本来的に成功する可能性

はほとんどないのである2。それは先進諸国における政治改革の試みの歴史において明らか

であるし、特に選挙制度と政治システムの関連に係る古典的な論争（「デュベルジェ論争」

―小選挙区制度をとると二大政党制、比例代表制をとると多党制になるとの命題が成立す

るか否か）が現在も決着していないことをみても明らかであろう。 

問題はこうした限界の下でも援助を用いて開発途上国の政治の改善に努めるべきであ

るかどうかであろう。いくつかの国（特に紛争後の国）では、選択肢は存在しない。待っ

たなしで、見通しのあるなしにかかわらず、新しい憲法体制、政治制度の設計に踏み出さ

ざるをえないのである3。その他の国においても、近年の考え方によれば、政治のあり方が、

開発の前提条件なのであり、また民主化・人権の保障自体が追求すべき目標であるとする

と、この問題を避けて通ることはできないであろう。実際、援助は好むと好まざるとにか

かわらず、現地で現実に一定の政治的役割を果たしている。そうであるとすれば、そもそ

も関与するべきか否かという問い自体が成り立たないというべきであろう。 
 

                                                 
1 USAID（2000）, p.2 
2 Przeworski（2003） 
3 Bastian and Luckam（2003）, pp. 304-305 
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（2）アフリカの民主化と制度分析 

本報告書における「理論」とは、比較政治学の知見を指している。ここでアリストテレ

ス以来の比較政治学の歴史を振り返ることは必要がない。ただ比較政治学の課題は、先進

国の政治と開発途上国の政治を同一の枠組みで体系的に分析することに成功していない点

にあり、アフリカ政治だけが比較政治分析上、困難な事例ではないという点に留意する必

要があろう。本報告書は、1990年代初めの世界的な民主化の波（第三の波）に際して、多

くの政治学者が民主化した諸国から依頼されて新たな民主的制度の設計（憲法、選挙制度）

に乗り出した際の、思考・経験・教訓を素材として、現在の段階におけるアフリカ諸国の

民主化を支援する際に、何を考えたらいいかを明らかにしようとしたものである。 

2003年版のフリーダムハウスの年報によると、サハラ以南アフリカで自由選挙が実施さ

れて、フリーダムハウスのレーティングで「自由」とされるのは、11ヵ国、「部分的に自由」

とされるのは、8ヵ国である4。 

「自由」： ベナン、ボツワナ、ケーボベルデ、ガーナ、レソト、マリ、モーリシャス、 

ナミビア、サントメ・プリンシペ、セネガル、南アフリカ 

「部分的に自由」： ギニアビサウ、ケニア、マダガスカル、マラウイ、モザンビーク、

ニジェール、ナイジェリア、セイシェル 

それ以外の諸国のうちで、自由選挙は行われていないが「部分的に自由」とされるのは、

以下の9ヵ国である（ブルキナファソ、中央アフリカ、コンゴ共和国、ジブチ、エチオピア、

ガボン、モーリタニア、ウガンダ、ザンビア）。それ以外の諸国は、「自由でない」とされ

る。 

この分類はあくまでも一つの試みであるが、現在 も世界で参照されているものである。

人権・自由（CL）が指標の材料に含まれているために、制度的な民主制を考える場合と若

干ずれが生じるものの、参考にできる。 

1989年のナミビアの総選挙から2000年末までに、2つ以上の政党が参加した議会選挙が

48ヵ国中42ヵ国で87実施され、2つの事例を除いて議会での複数政党の議席獲得に結びつい

た。同時期、一人以上の候補者が争った大統領選挙が65行われた。この間まったく複数政

党選挙が行われなかったのは、7ヵ国だけであった（エリトリア、ルワンダ、スーダン、ソ

マリア、スワジランド、ウガンダ、コンゴ民主共和国）。    

こうした1990年代以降の動向を1985年－1989年と比べてみると、その違いがはっきりす

る。1985年－1989年には、9ヵ国のみが自由な複数政党選挙を実施しただけであった5。す

なわち、従来はあてはまらなかった先進諸国の民主制のロジックがアフリカにおいてもあ

てはまる可能性が初めて出てきた（今までのアフリカ政治分析の枠組みは、新家産制国家

論などが中心であった）と考えられるのである。 

 

 

                                                 
4 Freedom House（2003）, pp. 700-708 
5 van de Walle（2003）, p. 299 
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（3）制度分析の意義と限界 

 政治制度やレジーム（後述）に基づく分類は、そうした政治の枠組みのロジックがミク

ロの政治行動を拘束するとの仮定に基づいている。政治が公式のチャンネル外で行われて

いる限り、そうした制度分析はあまり意味をもたないことになる。文化人類学、あるいは

個人的人間関係（家族、親族、地縁、友人）のネットワークの分析をすることが、重要で

あることになる。自由選挙の導入を実現した以後も、多くの点で非自由主義的要素を内包

した「ポスト民主化」諸国においては、公式の普遍主義的なルール（民主主義制度）と非

公式の個別主義的な政治の実態が共存していることをオドンネル（O’Donnell）は鋭く指摘

し、単線的な発展論に基づくのではなく、それ自体として研究すべきことを主張している6。

本報告書もこのようなオドンネルの問題認識を共有するものであるが、一定の限界の下で

も制度による拘束の範囲を明らかにする作業は、オドンネルが掲げるような総合的研究の

第一歩としての意義をもちうるのではないかとの立場に本報告書はたっている。 

さらに本報告書で公式の制度・レジーム以外の政治的要因として挙げた、政党・政党シ

ステム（選挙制度）、中央・地方関係が重要であり、その他に、非政治的要因として、社会

構造・社会規範を挙げることができる。 

 このような限定及び限界の下で、本報告書では、比較政治学の知見に依拠しつつ、政治

制度による立法府の位置づけを行うことで、日本による立法府支援のあり方について示唆

を与えることを目的とする。以下、１章においては他国と比較しての日本の立法府支援の

可能性を検討する。２章においては、理論分析を展開し、アフリカの事例への妥当性を検

討する。３章では、提言として、考慮するべき要因を整理するとともに、補論では実施体

制にも踏み込んで具体的な施策を私論としての立場で述べることにする。 
      

                                                 
6 O’Donnell（1999b） 
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1. 対アフリカ立法府支援における日本の「強み」と「弱み」 

 

1－1 ドナー別サーベイ 

 

1－1－1 アメリカ 

アメリカは民主化支援の全体的な枠組みの中で、1990年代初めから立法府支援を行って

きており、「立法府強化ハンドブック」を発行（大学研究者に委託）7し、アフリカにおい

ても特にウガンダにおいて比較的大きなプログラムを実施している。全体的に指摘できる

のは、かなり大胆と思える民主主義の制度設計に踏み込んで支援を行う傾向である。また

議会が設立した民主主義促進財団（National Endowment for Democracy）、民主党系（National 

Democratic Institute for International Affairs）・共和党系（International Republican Institute）

の政党財団が議会支援を含む民主化支援を行っている。 
 

1－1－2 フランス 

フランスは1990年代以降、民主化支援の流れの中では独自路線を歩んできた観があり、

法的側面（法治主義の徹底化）に特化する傾向があった。近年はガバナンス支援というよ

り包括的な枠組みの下で、外務省において法制度整備支援を担当する部局を設置し、その

中で立法という観点から議会への支援にも関与している。 

しかしフランスにおいては、①議会（上院・下院とも議長の責任の下）が独自にイニシ

アティブをとってアフリカを含む各国議会への技術支援を直接行っている（議会に議会間

技術支援担当部局あり）、②仏語圏事務局に対議会協力を行う部局があり、ネットワークを

組織して支援を行っている、など政府以外の組織が立法府支援においては中心的役割を果

たしている8。 

フランスの経済協力は1999年の改革以来、従来の協力省が外務省に統合された結果、外

務省国際協力開発総局開発技術協力局が、フランス語圏、非フランス語圏を問わず、無償

援助・技術協力を担当している。同局には、「法治国家・人権課」があり、法制度整備支援

を行っている。同課が行っているプログラムの中では、立法支援という形で議会への支援

が一部含まれている（金額は微少）。 

 より大きな活動を立法府支援で行っているのはフランスの議会である。下院（国民議会）

には議会事務局の中に議会間協力課があり、上院（元老院）では国際関係部がそれぞれ外

国の議会への支援を担当している。支援の形態としては、二国間・多国間、あるいは両者

の組み合わせ、の下で、研修員の受け入れ、技術指導員の派遣、地域セミナーの開催、な

どが行われている。2003年についてみると、主要な下院が行ったアフリカを主たる対象と

                                                 
7 USAID（2000） 
8  L’Assemblée nationale (1998), Rapport d’activité de la section française de l’Assemblée parlementaire de 

la Francophonie (2003) 
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したプログラムには、二国間の研修員の派遣・受け入れ事業の他には、次のような議会作

業に関する地域セミナーの開催がある9。 

 

（1）西アフリカ地域セミナー（2003年7月7日－11日） 

 数年前から開催してきたもの。同年は、ブルキナファソで同国議会、フランス外務省の

支援の下で、フランス下院議会間協力課が開催。ベナン・ブルキナファソ・マリ・ニジェ

ール・トーゴから30名あまりの議会事務局職員が参加。ブルキナファソ議会副議長と同国

議会国際関係部の2人の職員がアニメーターを務め、6ヵ国の議会の実際についてつっこん

だ比較検討が行われ、特に議会官僚制、立法過程、委員会の仕事と役割、プロトコール、

議事、調査、といった項目が議論された。 
 

（2）中部アフリカ地域セミナー（2002年11月18－22日） 

 数年前から開催してきたもの。同年は、ガボンで同国議会、フランス外務省の支援の下

で、フランス下院議会間協力課が開催。カメルーン・コンゴ・ガボン・中央アフリカ共和

国・チャドから30名あまりの議会事務局職員が参加。セッションは、ガボン国会副議長、

フランス下院議員（フランス・ガボン友好議連会長・元協力大臣）によって開会された。

特に、新しい情報テクノロジーが国会作業にもたらすインパクト、立法過程、委員会審議、

議会報告の作成、二院間の関係、プロトコール、国会議員の地位、人事管理、などの諸問

題が議論された。 
 

（3）フランス国立行政学院における立法作業に関する研修コース（2003年2月24日－ 

3月21日） 

1995年以来毎年開催。行政国際研究所・国立行政学院の協力を得て、フランス下院・上

院が共同で開催。14ヵ国（アルジェリア、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、コン

ゴ、クロアチア、ギニア、レバノン、マダカスカル、モロッコ、ニジェール、ルーマニア、

ルワンダ、チュニジア）から2人の国会議員と20人の官僚（主に国会事務局）が参加。特に

二院の組織と機能、フランスにおける立法過程（法案作成作業から合憲性審査まで）につ

いて学び、各国の経験についての意見交換を行った。セッションは、フランス上院・下院

事務局の職員によって行われた。 

 

1－1－3 イギリス 

イギリスにおいては、DFID（Department for International Development：英国国際開発省）

及びその前身である ODA（Overseas Development Administration：英国海外開発庁）が、2002

年までに約12～15の重要な立法府支援のプロジェクトを実施してきた。現在 DFID は立法

府支援マニュアルを作成中のようであるが、未だ刊行に至っていない。イギリスの場合に

も、議会への支援は、むしろコモンウェルス事務局が中心になっており、メンバー国の議

                                                 
9 http://www.assemblee-nationale.fr/12/international/cooperation-afrique.asp 
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会のネットワークが形成されていて、その枠内で技術協力が行われている10。 

財団としては、ウェストミンスター財団があり、立法府支援で重要な役割を演じている。

同財団は1992年に創設されてから、アフリカでは、ガーナ、マラウイなどで議会強化支援

プログラムを実施してきた。同財団は特にウェストミンスター型の民主主義を促進するこ

とは目的として掲げておらず、いかなるものであれ民主的な議会を支援するとしている11。 

 

1－1－4 マルチ 

仏語圏12、コモンウェルスがそれぞれの加盟国のネットワークを形成しており、アフリ

カにおいてはマルチとして中心的な役割を果たしている。それ以外に も注目される支援

の主体は、国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP）と列国議会同盟

（Inter-Parliamentary Union：IPU）である。IPU は、2002年には、ブルンジ、カンボジア、

エチオピア、ガボン、ルワンダ、ウルグアイで議会支援プログラムを実施した。その後、

アルバニア、アルゼンチン、ジブチ、東ティモール、赤道ギニアでプログラムが進行中で

ある13。世界銀行も限定的ではあるが、立法府支援を実施している。アフリカにおいては、

特に貧困削減戦略ペーパー（Poverty Reduction Strategy Paper：PRSP）において、議会強化

が含まれていることが多い14。 

 

1－2 日本の役割を考える上でのサーベイからの論点 

 

 以下では、今まで見てきたサーベイから日本の立法府支援における役割を考える上で参

考となりうる論点を取り上げることにする。これらの課題に応えていくために配慮すべき

点と課題については、３章の提言及び補論において取り上げる。 
 

1－2－1 多くのドナーが既に取り組んでいる課題 

UNDP／IPU のアフリカにおける1990年から10年間の立法府支援のサーベイが示すよう

に15、本サーベイで取り上げたドナー以外も多くの主体（NGO 含む）が取り組んできてい

る。それだけに、こうしたドナーとの協力・協調が極めて重要となる。日本のみで独自の

試みを立法府支援において行うのは非生産的な面が多いと考えられる。 

 

1－2－2 NGO・国際機関が中心的役割を果たしている 

 サーベイで既にみたように、国際機関や NGO が、アフリカにおける立法府支援をはじ

めとする政治的援助において大きな役割を果たしている。国際機関としては、IPU、UNDP、

                                                 
10 http://www.cpahq.org/ 
11 http://www.wfd.org 
12 http://www.francophonie.org/apf/ 
13 Inter-Parliamentary Union（2003）, p. 6 
14 World Bank（2003） 
15 UNDP（2003） 
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コモンウェルス事務局、仏語圏事務局が中心的役割を果たしており、NGO としては、ドイ

ツ（Friedrich-Ebert Stiftung）・アメリカ・イギリス・カナダ（Parliamentary Centre of Canada）

の財団が大きな役割を果たしている（スウェーデンの IDEA（International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance）も民主化支援全体では大きな役割を果たしているが立

法府支援については特に行っていない）。注目されるのは、アメリカ・フランス・ドイツな

ど主要な「バイ」のドナーが、政治的援助においては、NGO・国際機関を積極的に活用し

ている点である。これは、政治的援助の政治的性格のゆえに、「バイ」が正面から扱うより

も非国家機関を前面に押し立てる方が望ましいとの配慮が背景にあるように思われる。実

際アメリカは、立法府支援のプロジェクトが党派性の問題にまきこまれて失敗した例があ

ることを認めている16。また国家機関が支援を行う場合でも、フランスのように、財団・

NGO の伝統が歴史的に弱い国においても、議会（上院・下院とも）が他国の立法府支援を

積極的に行っている点も注目される。 

 

1－2－3 「第一世代」から「第二世代」への流れ 

既に引用した UNDP／IPU のサーベイには、当初にみられたドナーのアプローチがある

意味で「おっかなびっくり」とした議会へのインフラ供与、職員研修にとどまっていたの

に対して、特に冷戦後の段階になると積極的になったことが記されている。いわば第二世

代の立法府支援といいうるものであり、議員と選挙区の関係を結びつける試み（議員に住

民がアクセスすることができる場所の設置などを通して）やテーマ別のセミナーの開催（ド

ナーにとって優先順位が高いテーマ、例えばジェンダーなどに関して）などがみられるよ

うになった。この第二世代においては、インフラの供与や職員研修などは引き続き重要な

役割を占めるものの、それらをむしろ越えようという試みが見られることが特徴となって

いる。 

 

1－2－4 主体性（ownership）をもたせることが成功＝持続性への鍵 

政治的な性格の強い援助においては、当事者が強い意志をもつことが改革の成否を握る

ことは選挙支援において明らかになってきたところである（選挙の実施の資金を外部ドナ

ーが常に提供してくれるとの考えでは選挙のもつ重要性についての自覚は決して育たな

い）。立法府支援においても、当事者が当該プロジェクトに強く明確なコミットをすること

が成功の鍵を握ることが指摘されている17。より具体的には、議会をプロジェクトの設計

の段階から関与させ（例えば超党派の改革委員会などをつくる、など）、実施も任せること

が試みられている。この方法のメリットとしては、①政権交代が合ってもプロジェクトが

存続できる、②現地政府を通して立法府支援を行うと、与党を含めて議会には反発する傾

向があるが、これを避けることができる、という２つが指摘できる。しかし同時に、中央

政府はドナーが議会当局と直接接触することに反発することも予想され、何らかの形で中

                                                 
16 United States General Accounting Office(2003), p.8 
17 UNDP（2002）, p.19 
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央政府を関与させることも場合によっては必要となろう。 

 

1－2－5 政策対話によって日常的にプロジェクトを監視する必要 

 ほとんどのドナーは、現地において同種のプロジェクトを有するドナーとの間で密接に

協議を行っている（グループとしてある程度制度化されている場合もあれば、アドホック

に話し合いが行われる場合まで）。これは、プロジェクトが政府を通さない場合には、なお

のことドナーが自らプロジェクトの実施状況を監視する必要があろう。 

 

1－3 日本の「強み」と「弱み」 

 

以上概観してきた世界の立法府支援の現況を前提として、以下では日本が立法府支援を

行う上での「強み」と「弱み」を考察する。 
 

1－3－1 弱み 

（1）既存のネットワークがない 

日本には、イギリスにとってのコモンウェルス、フランスにとっての仏語圏のような開

発途上国との既存の協力のためのネットワークが存在しない。これはハンデではあるが、

旧植民地のしがらみがない点はプラスにも作用しうる可能性があるともいえるかもしれな

い。 
 

（2）NGO がない 

アメリカ、ドイツ、イギリスには政治援助を行う財団があるが、日本には存在しない。

そのため、NGO を活用するにも国内に基盤がないことを意味する。将来的には、問題意識

を有する国会議員によって国際協力のための財団（各政党ごとにつくることは困難であろ

うが、超党派の財団を一つ設置することは十分可能性があると考えられる）を設立しても

らい、それに対して政府が ODA 資金を供与することが考えられようが、当面は困難であ

ろう。 
 

（3）開発途上国の政治をめぐる政策対話の蓄積がない 

 日本は「要請主義」を建前としてきており、また敗戦・占領の経験から他国の内政に関

与することを極端に避けてきたといってよい。そのため政策対話の実施について、近年急

速に経験を蓄積してきているとはいえ、政治分野については、欧米諸国と異なり、まった

く蓄積がないといえるほどである。ここには、政治分野における政策対話をすることがで

きる人材の問題の他に、外務省が行うのか JICA が行いえるのかという制度的な問題も絡

んでいる。 

 

以上の3点を日本が抱える弱点として指摘したが、逆に通常日本の弱みとして考えられ

る以下の点については、ドナーのサーベイの結果からみて、特に日本の弱点としては考え
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られない。 

アフリカのほとんどの国は大統領制を採用しており、その意味でイギリス型の議院内閣

制を採用する日本が立法府支援を行うのは妥当性がないとの考え方が一方ではある。しか

し、まさに日本の制度のモデルとなっているイギリスが立法府支援を積極的に行っている

のであり、また南アフリカ、モーリシャス、ボツワナのように議院内閣制を採用している

国が英語圏においてみられる（仏語圏においてはフランス型の半大統領制を採用している

国が多い）。さらに、強権的な大統領中心のシステムを議会制の論理の導入によって緩和

しようとの動きもある（セネガルなどにおいて）。このように大統領制が圧倒的多数を占

めるアフリカにおいても、議院内閣制の経験は妥当する可能性を現実にもっていると考え

られる。また、アメリカの政党財団が、アメリカ型の大統領制を一方的なモデルとして追

求するのではなく、各国にあった政治のあり方を幅広く議論できる土俵を提供するとの観

点で支援を実施しているのは示唆的である18。彼らは、イギリス型の二大政党制、大陸型

の多党制、アメリカ型の大統領制、など幅広いモデルを提示するために、それら複数の諸

国において研修を実施するなどしている。日本も、自国のモデルにこだわる必要はなく、

様々な可能性をアフリカ諸国に示すという貢献を行う可能性があるのではなかろうか。 

同じことは、日本においてアフリカ諸国が抱えているような民族対立がないために、日

本の経験が妥当性を欠くとの議論であるとか、日本において政権交代がほとんどなく「非

通常の民主制」（“uncommon democracy”）であるので妥当性を欠く、といった点にもいえ

るであろう。同じ特徴を有するドナー（スウェーデン）も積極的に支援を行っているから

である。 

 

1－3－2 強み 

（1）歴史的しがらみがない 

アジアと異なり、アフリカに対して日本は植民地の過去をもっておらず、しがらみをも

たない点は日本の強みであろう。中立性が重要な政治的援助においては、そうした特徴は

特に強みとして機能しうるであろう。逆にいえばそれは先に指摘したネットワークの不在

としてハンデにもなりうる点は注意を要する。 
 

（2）発展のモデルを提供 

日本は、経済発展と民主主義を同時に実現した一つのモデルとして捉えられている。ま

たその歴史的当否は別にして、第二次大戦後に「輸入」した民主的制度が根付き、機能し

ているとの点での成功例とも考えられている。更に、そうした経済的・政治的近代化の過

程において、伝統的な社会的枠組みが破壊されることなく存続しているとの見方がなされ

ている。このように日本モデルはアフリカにおいて、モデルとしての信頼性を有している

と考えられる。 

 

                                                 
18 http://www.ndi.org/globalp/gov/programsgov/legisgov.asp 

10 
 



（3）特定モデルの押しつけがない 

この点は、法制度整備支援において、アジア各国から寄せられる見方であり、欧米諸国

と比較しての、日本の支援の特徴とされている。そのため一部の諸国は、「注文が少ない」

日本の支援を歓迎する向きがあるという。しかし開発途上国政府の評判がいいことが必ず

しも援助の効果があがることには結びつかない点も考慮すべきであろう。特に政策対話を

実施する上ではハンデになりうる点は注意を要する。 
 

以上のような日本の各ドナーに比しての強みと弱みを要約すれば、強みとしては、クレ

ディビリティーがあることであり、弱みとしては実施体制が弱い、ということであろうか。

補論においては、このような特徴をもった日本がどのようなことができるのかを具体的に2

つのシナリオとして提示したい。 
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2. 民主化支援における立法府支援 

 

2－1 民主化支援 

 

 立法府支援を考えるにあたっては、それが全体的な民主化支援の中でどのように位置づ

けることができるのかを検討することから始めなければならない。そこで本報告書におけ

る民主化支援の捉え方を以下に提示したい。 
 民主化支援が国際的な課題（problematique）として登場したのは1990年代初めであるが、

援助においてこの課題をどのように扱うかについては、ドナーによっていくつかの立場に

分かれていた19。もともと、民主主義という開発途上国の内政上の問題に関与することに

対して、援助関係者は援助が国家関係に基づくものであるとして、消極的な傾向があった。

特に殆どの国際金融機関は、規約によりメンバー国の内政への関与が明示的に禁止されて

いたため、民主化支援を正面から掲げることができなかった。こうした中で世界銀行など

が提唱する「ガバナンス」（governance）が援助関係者の間で注目を集めることになった。

ただし世界銀行などにおけるガバナンスが中央政府の行政機構の改善を指すのに対して

（特に当初の世界銀行の定義による）、バイのドナーの間では民主主義をその構成要素に含

むものとしての「良い」ガバナンス（good governance）がコンセンサスを得ることになっ

た点に注意をする必要がある20。本報告書では、この意味での良い統治を「民主的ガバナ

ンス」（“democratic governance”）と呼ぶことにする（人間の安全保障の観点からガバナン

スを定義した UNDP と同じ用語法であるが、本報告書では民主主義を含む点を強調する）。

さらにその場合でも、狭い意味でのガバナンス（行政機構の改善）と民主化（これは終わ

りのない永遠の課題であろう）の間に緊張関係が内包されていることを忘れてはなるまい。 

 複数政党制のもとでの自由選挙が殆どの開発途上国において定着した2000年代において

は、一方では、依然として民主化以前の問題である武力紛争を経験する諸国の紛争後の復

興支援・平和構築という流れと、他方では、いわば「ポスト・民主化」としての民主主義

の定着化（consolidation）が課題として認識されるに至っている。 

 このように考えると、現在の国際開発協力の課題は、貧困削減・持続的開発・民主的ガ

バナンスの3つを中心に形成されているといってよいであろう（図2－1）。民主的ガバナン

スについては、中央政府支援、地方政府支援、市民社会支援の3つに分けることができ、本

報告書の課題である立法府支援は、中央政府支援の一部として位置づけることができる（図

2－2）。 

 

 

 

                                                 
19 増島（1995） 
20 Masujima（2004） 
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図 2－1 今日の国際開発協力の課題 
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図 2－2 民主的ガバナンスの3要素 
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2－2 立法府支援の2つの流れ 

 

立法府支援は、大きく分けて2つの異なる流れから開発協力における課題として登場し

てきたと考えることができる。しかし実際にはこれら２つの流れは、その内包する緊張関

係が自覚されないままに、時として並立する形で主張されることが多い。 

 

2－2－1 国家機構強化（ガバナンス支援の流れ） 

 カルロス・サンティーソ（Carlos Santiso）によると、民主化支援は、国家機構強化、市

民社会強化、選挙支援という3つの課題に分けることができる21。この中で立法府支援は、

国家機構強化における重要な課題として位置づけられている。すなわちここでは、議会が

大きな役割を果たすことが国家機構の強化の一環として考えられている。議会が国家機構

の一部（中心的）である執行府を抑制することを期待する立場（後述の2―2―2に相当する）

からは一見理解が困難であるが、これはどのようなロジックに基づいているのであろうか。 

 世界銀行は行政管理という限定された範囲でしか開発途上国の政治に関与ができない

（マンデートによる制限のため）が、加盟各国との政治的な対話に基づいた出版物におい

ては比較的自由な立場から政治的イシューについてもその見解を表明している。アフリカ

についての 新のそのような出版物において、議会の重要性が指摘されている22。そこで

は、世界銀行が提唱する改革プログラムが一部の政府関係者によってのみ推進された結果、

改革の自己所有（ownership）の感覚が阻害されたとの反省から、議会をできるだけ関与さ

せることが求められている。すなわちここでは、議会という国民代表チャンネルの強化に

よって民主的正統性を高めるとの考慮よりも、改革の実行可能性を高めるとの実効性・効

率性の観点から議論が展開されているのである。 
 

2－2－2 民主的正統性強化（民主化の流れ） 

議会支援は、上述の国家機構の強化としての流れの他に、民主的正統性の強化としての

流れもみられる。ここでは、実効性（effectiveness）・効率性（efficiency）という観点より

も、応答性（responsiveness）・説明責任（accountability）を高めるとの性格が強い。こうし

た民主化支援の流れからする立法府強化は、さらに2つの流れに分けて考えることができる。 

一つは、議会が民主主義を体現するとの立場から、議会を支援しようとの流れである。

これは議会がもつ代表機能・政府形成機能に着目したものであり、応答性（国民への）の

強化を目指したものといえる。これは言い換えれば、国民－政府という垂直的アカウンタ

ビリティを目指したものともいえるであろう。ただし、こうした側面を確保することがで

きるのは全ての政治システムにおいてではなく、主に議院内閣制を採用した国においてで

あることは想起すべきであろう。権力分立制（大統領制）をとる国においては、国民から

の正統性は大統領と議会の2つにおいてみられるのであり、議会（だけ）が民主主義を体現

                                                 
21 Santiso（2001b）, pp.86-88 
22 The World Bank（2000）, p.70 
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するとは考えられないからである。 

もう一つの流れは、いわば執行府を抑制する役割を議会にみようとするものである。こ

こでは、議会・裁判所によって執行府を抑制する「自己抑制国家」（“self-restraining state”）

が暗黙の内に理想として目指されていると考えられる。言い換えれば、水平的アカウンタ

ビリティを目指したものと考えられよう（水平的アカウンタビリティと垂直的アカウンタ

ビリティについては、表2－1を参照）。この考え方が もよく通用するのは権力分立制（大

統領制）においてであることを銘記する必要がある。立法権と執行権が融合している議院

内閣制（特にウェストミンスター・モデル）においては、アカウンタビリティの確保は主

に政権交代によるのであって、三権の均衡による権力の抑制をはかることをそもそも想定

することは困難である。さらに半大統領制のようなハイブリッド型の政治体制においては、

立法府と執行府が対立することで、政治システム全体が機能不全に陥る危険性が大統領制

においてよりも高いため、水平的アカウンタビリティの確保を目指すのには更に大きなリ

スクが伴うと考えられる。しかし強権的な形で機能している大統領制が多いアフリカにお

いては、議会強化の意義は決して小さくないと考えられる。 

このように同じ立法府強化の政策にも、２つの異なる契機を見い出すことができるので

あるが、これはさきに触れた民主化とガバナンス（狭義）の間の緊張関係を反映したもの

と考えることができる。 
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表 2－1 アカウンタビリティの種類 

 誰がコントロールして

いるか 
政治家をコントロールす

るメカニズム 
官僚をコントロールする

メカニズム 
 
 
 
 
 
水

平

的 

 行政府 
 
 
 
 
立法府 
 
 
 
 
司法 
 
監視機関 

・拒否権 
 
 
 
 
・弾劾裁判 
・調査委員会 
・拒否権の否定 
 
 
・司法審査 
 
・強制力 
・調査能力 

・政策設定 
・規制 
・行政監督 
・任免権 
 
・政策設定 
・規制 
・行政監督 
・任免権 
 
・司法審査 
 
・強制力 
・調査能力 

 
選

挙

上 
 

議席を有する政党 
 
 
市民 

・政治的代表者 
・政策設定 
 
・選挙 

・規制 
・政策設定 

 
 
 
 
 
垂

直

的 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
社

会

上 

市民団体、 
NGO 等の社会運動 
 
 
 
オンブズマン 
 
 
メディア 

・社会的動員と国民への 
露出 

・監視機関による調査 
アジェンダの設定 

 
・露出 
・訴訟 
 
・調査と国民への露出 
・アジェンダの設定 

・社会的動員と国民への

露出 
・監視機関による調査 

アジェンダの設定 
 
・露出 
・訴訟 
 
・調査と国民への露出 
・アジェンダの設定 

出所：Smulovits and Peruzotti （2000）, p.153 
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2－3 立法府の機能と位置づけ 
 

議会（本報告書では議会、立法府、国会を特に断りのない限り同義として交換可能に用

いる）は民主政においていかなる機能を果たしているのであろうか。また議会は現代にお

いていかなる位置にあるのだろうか。以下では立法府支援を考える際に、その前提となる

議会の機能と位置づけに関して、ここでの議論に必要な範囲で一つの見方を提示したい。 
 

2－3－1 議会の機能 

議会は民主政治において不可欠の存在であるといわれる。それは「代表なくして課税な

し」にみられるように、近代の代表民主制が、国民からの資源の徴出（extraction）を正統

化するメカニズムとして発達してきた歴史からみていわれることである。近年の研究によ

れば、議会はますます複雑化する社会の諸利益の間の紛争解決機能（社会の統合機能）を

主要な役割としてもっているとされる。こうした議会の具体的な機能については多くの研

究が明らかにしているところであるが、本報告書では次のように考えることとしたい23。 

 

①立法機能―文字通り法律を作成する作業を指す。政策形成機能と呼ばれることもあ

る。予算もこれに含めることができよう。 

②行政の監視機能―ますます肥大化する行政権に対して、国家権力内部での相互監視

の視点から抑制を加えようとするもの。具体的な政府の政策を調査、検査すること

を指す。 

③大衆の教育機能―議会での討論を通じて、争点を明示し、明確化する役割を果たす。 

④代表機能―国民代表の機関として、代表民主制を機能させる役割を果たすもの。 

 

ここで注意すべき点は、このような議会の機能は、政治体制が大統領制か議会制かでそ

の重要性に違いがあることである。政治体制、レジームについては、別項で詳しく扱うの

でここでは便宜上、アメリカ・モデル（大統領制）とイギリス・モデル（議会制）に分け

て考えてみたい。アメリカ・モデルにおいては、上の①及び②の機能が も重要な位置を

しめると考えられる。三権分立の下で、実質的な政策決定の役割をもった議会は、均衡と

抑制の機能を果たすことが期待されるのである。それに対してイギリス型では、④が も

重要であり（アメリカ型と異なり、国民代表選出機関としては議会が唯一であるため）、次

いで③が重要であると考えられる。更に、⑤政府形成機能（政府首班は国会議員の中から

国会によって選ばれる）、⑥リーダーシップ・リクルート機能（大臣等は全て原則として国

会議員から選ばれる）、をイギリス型に固有なものとして挙げることができる。 

こうしたアメリカ型とイギリス型の議会の機能の違いに着目して理論化を行ったのが、

ポルスビー（Polsby）であり、アメリカ型を「変換（transformative）議会」、イギリス型を

「場裡（arena）議会」と呼び、議会の独立した能力の大きさによって世界の議会を類型化

                                                 
23 浅野一郎（2003）を参考にした。 
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した（図2－3）。この類型化は、今日においてもなお も有力なものであり、本報告書にお

いても、議会の機能を考える上での基本的な分析枠組みとして採用することとしたい。 

 

図 2－3 ポルスビーの議会類型 

 
低                  変換能力               高 

 

 場裡議会(arena) 緩和された場裡議会 

(modified arena) 

緩和された変換議会

(modified 

transformative) 

変換議会 

（transformative） 
 

 イギリス 

ベルギー 

フランス(第5共和制) 

西ドイツ 

イタリア 

フランス(第4共和制) 

オランダ 

スウェーデン 

アメリカ  

 

出所：岩井泰信（1988）, p.7 

 

2－3－2 議会の位置づけ 

 現代の民主制における議会の位置づけを考えるためには、アフリカを含めた世界におけ

る全般的動向をまず検討することが必要であろう。さらにアフリカのおかれた状況を比較

の観点から理解するために、ここでの議論に必要な限りで、地域別に議会のおかれた位置

を概観することにする24。その上で、（アフリカを含めた）各国における議会の役割を考え

るためには、その国の政治状況から出発しなければならないことを述べる。 

 

（1）全般的動向 

議会の地位は、先進諸国・開発途上諸国を問わず、現代においては以下の理由からその

地位が低下している25。「行政国家」化の下で議会の役割が低下したとの指摘は、既に20世

紀初めからみられたところであり、第二次大戦後の福祉国家化の中で、こうした傾向に更

に拍車がかかった。更に近年においては、グローバル化によって、国民国家の枠組み自身

が揺らぐとともに、従来は各国の議会の権限とされていた多くの諸問題が執行府によって

事実上決定されることになった（特に対外経済関係）。 
 

                                                 
24 アジアにおける議会については、異なる政治体制の下で錯綜としているため除外した。アジアにおける議

会については、Norton and Ahmed(1998)参照。中東についても同じ理由から取り上げなかった。 
25 Blondel（1995）, p.250 
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（2）地域的動向 

 

１）ヨーロッパ 

西ヨーロッパでは、第二次大戦前に「議会主権」（議会が比較的容易に政府を不信任し

政府を倒壊させることができたことがイメージされている）の下にあった多くの国々で政

治が機能不全に陥り（実効的な執行府の成立をしばしば妨げた）、そうして高まった国民の

不満が、議会を通しての正当な手続きによって民主主義を否定する独裁政権の成立を招き

（ドイツのヒトラー政権など）、人権の抑圧が行われ、第二次大戦も招いてしまった、との

反省から、議会の力をいかに制限するかが戦後改革の柱となった。ドイツ、フランス、イ

タリアにおいても、どの程度当初の意図が実施に移されたかは別にして、議会の自立性を

制限し（議事選択権を政府に与えるなど）、執行府の自立性を高める（不信任案採択のハー

ドルを高くするなど）改革が実施に移された。こうした一連の議会改革を指して「合理化

された議会主義」と呼ぶことがある。 

その後、EU統合の進展とともに、各国の主要な権限がEUに委譲されることとなったが、

それは同時にそうした諸問題に関する各国議会が従来もっていた権限が浸食されることを

意味していた。まさにこうした文脈において、現在西ヨーロッパ諸国において、議会の強

化が国民の政治への信頼を確保し、民主主義を維持するために求められる背景にある。し

かしそもそも議院内閣制を採用し、制度的に議会の役割が限定的である上に、歴史的に議

会の地位が低下しつつある中で、いかにして議会の役割を高めていったらいいのか、現在

でもその方途が模索される状況にある。 

東ヨーロッパ（旧ソ連含む）においてはどうであろうか。東ヨーロッパにおける27ヵ国

のうち、22ヵ国が大統領制とそれに近い政治制度を採択している（議会制を採択している

のは、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、エストニア）26。またモデルとし

ては、アメリカ型の権力分立制やイギリス型の権力融合制という両極端の型よりも、両者

の中間形態であるフランス、ドイツの政治システムに関心が集まっていたことが指摘されて

いる27。従来は社会主義体制の下で、共産党という非国家組織が 高意志決定機関として

存在した中では、議会は事実上「めくら判押し」機関に成り下がっていた。民主化プロセ

スの中で議会は従来よりも大きな役割を果たすようになるが、一部の東欧諸国では逆に改

革側が執行府を握り、議会を旧共産党が握るというパターンが現出することになった（大

統領選挙と議会選挙の選挙制度の違いによる部分が大きい)。こうした中では、大統領制は、

権力の分散という観点からよりは、権力の集中を体現する存在として位置づけられている28。

EU 加盟プロセスによってこれらの国々がどのような政治的影響を受けることになったの

かについては、多くの研究が現在なされている。そこでの議論にはここでは立ち入らない

が、議会の役割については、EU 加盟のためのさまざまな条件（acquis communautaires）を

                                                 
26 Vance（1997）, p.167 
27 Mettenheim and Rockman（1997）, p.243 
28 ibid., p.243 
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迅速に実行に移すことが求められることから、執行府の権限が強化され、議会の権限が低

下することになったとの指摘がみられることは注目してよいであろう29。 

 

２）ラテンアメリカ 

同地域ではアメリカの影響から大統領制をとる国がほとんどであり、その意味でアフリ

カ政治を考える上で示唆が多い。歴史的にラテンアメリカでは大統領選挙で勝利した者が

国政を文字通り牛耳り、威嚇的手法で議会を従わせるという「強権的一人支配」が伝統で

あった。このような大統領制のあり方を米国式の権力分立型と区別するために、「権限委譲

型民主制（“delegative democracy”）」30あるいは「超大統領制（“hyperpresidentialism”）」31とい

う呼び方がなされることがある。近年多くのラテンアメリカ諸国が民主化するとともに、

議会が自立的役割を果たすようになると、一方では、任期が固定された大統領への国民の

不満を表明するという民主的機能を議会は果たすことになるが、他方では、大統領と議会

が対立することによって国政が麻痺するという大統領制固有の問題が表面化してきている。

そうした中で、民主的制度全般への国民の支持が低下するという懸念すべき状態が一部で

は生まれてきている32。 

 

３）アフリカ 

ラテンアメリカにおいてと同様に「強権的一人支配」が行われていたアフリカにおいて

は、議会は「めくら判押し」機関であり、自立的な役割を果たしてこなかった33。しかし

1990年代初めからの民主化の流れの中で、自由選挙がドナー側からの要求によって実施さ

れるようになると状況に変化がみられるようになってきた。立法や監視機能の面において

も近年アフリカの議会が実質的な役割を果たすようになってきたとの指摘もなされている

34。このようにアフリカでは議会が初めて自立的な役割を果たすようになってきており（し

かもしばしば専制的な大統領に対抗するという政治的役割を果たす形で）、注目される35。

このような状況に照らしてみると、アフリカにおいて立法府支援を行うことは他の地域と

比較しても大きな意義があるものと考えることができる。 

 

（3）各国政治のヴェクトル 

以上概観してきたように、そもそも立法府の地位は先進諸国・開発途上国を問わず一般

に低下してきて久しいのであり、また議院内閣制（特にウェストミンスター・モデル）の

下では、そもそも議会の役割はアリーナ型で、政府形成機能が中心である点を想起する必

要がある（2―3―1節参照）。多くの国で議会活性化の方途が模索されてきたが、それはま

                                                 
29 Kopecky（2003）, p.147 
30 O’Donnell(1999a) 
31 Nino（1996） 
32 Payne et al（2002）, pp.41-42 
33 Le Vine（1997） 
34 Wehner(2002) 
35 Gyimah-Boadi（1998）, pp. 28-29 
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ず、異なる制度的枠組みの下でそれぞれの国が独自に考えるべきものである（イギリスに

おいてもテレビ中継の導入などが図られたがそれはアリーナ型としての機能をより忠実に

果たすためのものとの性格が強い）。その際には、（2）で検討したような議会が果たす政治

的役割の地域的動向をふまえて検討がなされなければならないであろう。  

究極的には、各国のおかれた政治状況の中で、望ましい政治改革の方向を十分に考慮に

入れることが必要であると思われる。例えばセネガルでは議会強化、ニジェールでは大統

領強化という異なるヴェクトルがそれぞれの国において政治課題として現在登場してきて

いるのは、この点をよく示していると思われる。言うは易しく実行するのは困難なことで

はあるが、各国が直面する政治的課題を的確に把握することが、その国の議会の位置づけ

を考える上での 大のポイントなのであり（そのためにも３章で述べるように現地での政

治情勢分析が不可欠となる）、それがひいては立法府支援のあり方・成否を左右することに

なろう。 

 

2－4 レジーム・タイプと立法府支援 

 

2－4－1 制度分析と立法府 

 立法府の役割が大統領制と議院内閣制で大きく異なることは先に触れた通りである。レ

イプハルトの定義に従って大統領制と議会制の相違点を改めてここで確認しておきたい36。

ここで大統領制とは、①その存続を議会に依存しない（議会による不信任制度がない）、②

大統領は国民から直接選挙によって選出される、③内閣は議員から成る共同機関ではなく、

大統領の個人的補佐官から成る、を満たす体制である。すなわち単に大統領が存在する（直

接選挙で選ばれたとしても）だけでは大統領制とは言えない点が日常用語との違いとして

注意を要する。これに対して議院内閣制（議会制）とは、①議会が執行府を不信任するこ

とができる、②執行府の長によって議員の任期が短縮されることがある、③内閣は共同執

行府として存在する、を満たす体制である。すなわち純粋な大統領制と議会制においては、

議会と執行府の間で相互の命運を握り合うという意味での相互依存関係が存在するか否か、

という点が主要なメルクマールとなっているのである。その意味では、立法府と執行府の

関係において、大統領制は権力分立型、議会制は権力融合型と言い換えることができる（大

統領制と議会制の対比については、表2－2を参照）。 

実際の政治体制は権力分立型の典型であるアメリカ型と、権力融合型の典型であるイギ

リス型の2つと、いわば両者の中間ともいうべきハイブリッド型に分けることができる。こ

のハイブリッド型は俗に「半大統領制」と呼ばれることがあるが、その意味するところは

一義的ではない。ここでは半大統領制をめぐる論争（特にレイプハルトとサルトーリの間

の論争）に立ち入ることはしないが、大統領選挙における多数派と下院選挙における多数

派が一致する場合と、その両者が一致しない場合によって政治体制の性格が根本的に異な

る点を指摘するにとどめたい。実例としてはフランスの第5共和制（1958年－）が挙げられ

                                                 
36 Lijphart ed.（1992）, p.2-3 
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るが（実際半大統領制をめぐる論争はフランス第5共和制をどのように評価するかという問

題に事実上収斂する傾向がある）、フランス第5共和制に範をとったロシア、ポーランド、

スリランカなども似たような制度を採用している。アフリカでは、セネガルをはじめ多く

の仏語圏諸国が類似の制度を採用している。 

議会の果たす役割は、大統領制においては変換型、議会制においてはアリーナ（場裡）

型と考えることができるが、議会制のバリエーション、ハイブリッド型の機能、さらには

大統領制の問題点を考えるためには、このような政治体制論レベルでの分析のみでは不十

分である。 

 

2－4－2 レジーム・タイプによる分類と支援の課題 

そこで、実際の議会の機能を分析するためには政府形成のあり方を組み込んだ「レジー

ム・タイプ」37に基づく必要がある。ロックマン（Rockman）とウィーバー（Weaver）は、

政府形成の形態別タイプをレジーム・タイプと呼び、大統領制とならんで、議会制の分類

を進めた。これにより議会の異なる位置づけを考察する際により有益な枠組みを提供して

いる。具体的なレジームとしては、大統領制、多数派一致のハイブリッド型、多数派不一

致のハイブリッド型、多党連合内閣、二大政党制（ウェストミンスター型）、一党優位型に

わけることができる。以下まず各レジームの特徴を整理し、その後にそれぞれの問題点を

指摘する。その後で、アフリカにおける具体例を挙げつつ外部からの支援の課題を提示す

ることにしたい（表2－3）。以下のレジームに基づく議会支援の課題の整理は、あくまでも

一つの見方を示したものであることに留意されたい。例えば、二大政党制内閣のイギリス

においても、議会の調査機能の向上が今日提案されているのは、その点で示唆的であろう38。

しかしこうした試みが例外的であることは、レジーム分析によって初めて明らかになるの

である。 

 

                                                 
37 Weaver and Rockman（1993）, p.19 
38 Strengthening Parliament（2000） 
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表 2－2 大統領制と議会制の比較 

議会制 大統領制 
政党規律の為のより大きな誘因。 政党規律の為のより小さな誘因。 
政党リーダー支配のより大きな集中。 政党リーダーの支配は集中しているが、

個々の国会議員はより大きな影響力を持ち

うる。 
委員会システムの必要性はより少ない。 強力な委員会システムのための誘因は存続

する。 
構成議員が政策立案能力を高める必要性は

より少ない。 
個々の国会議員は政策立案能力を高めるい

くつかの動機を持つ。 
政策決定機能は政党内、あるいは政府の官

僚機構に集中する傾向がある。 
政策決定機能は立法府に集中する傾向があ

る。（とりわけ委員会システムに） 
ロビー活動（個人もしくはグループによる）

は政府内、政党内、あるいは官僚機構に集

中する傾向がある。 

膨大なロビー活動は、少数政党議員を含む、

個々の国会議員に対して向けられる。 

内閣に入っていない国会議員による政策へ

の影響力は、与党、連立与党に所属する議

員ですら小さい。 

個々の国会議員は、大きな政党、あるいは

政府をコントロールする政党の構成議員で

ある時と同じように政策への影響力を行使

しうる。 
政策を通す為の連立は、会期の初めに組ま

れる。 
政策を通す為の連立は、その場限り、ある

いは一時的なものである傾向が強い。 
政策に関するバーゲニングは政府を形成す

る政党間で為される。 
政策に関するバーゲニングは議会内の政党

間、議会と大統領の間で為される。 
野党は政策立案から排除される。野党の役

割は監視である。 
少数政党が政策決定から必ずしも排除され

るわけではない。 
政府と立法は応答政治的であるよりも責任

政治的である傾向が強い。 
政府と立法の責任政治的な傾向は弱い。よ

り応答政治的でありうる。 
出所：USAID（2000）, Appendix B 
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(1）各レジームの特徴 

 

1）大統領制 

これについては、政治体制のレベルでその特徴を述べた通りである。大統領は国家元首

であるとともに、国民から選出された執行府の長としての地位を占めている。 

 

2）多数派一致のハイブリッド型 

直接選挙によって選出される大統領と議会（二院制の場合は下院）を支える多数派が一

致する場合を指す。この型は基本的に大統領制的に機能をする。しかも大統領は執行府の

長としてだけでなく（首相は単に大統領の補佐役として従属的な役割のみを果たす）、議会

の多数派の頭領としての立場も有する。その意味で、このモデルにおける大統領は、アメ

リカ型における大統領よりも強大な力を有していると考えることができる（アメリカにお

いては、多数派の長としての大統領を支えなければいけないという制度的なインセンティ

ブが弱く、政党規律の緩さとあいまって分権的な性格をもたらしている）。すなわち、執行

府の長としての大統領を有しつつ、立法権と執行権の融合がみられるのである。このモデ

ルにはいくつかのバリエーションがあるが、大統領が議会を解散できるのに対して、議会

は大統領に対しては反逆罪などの極めて例外的な場合を除いて不信任をすることができな

い。他方で議会は、政府を不信任することができる。議会は、大統領の政策を支持するこ

とにその主な役割があるのであって、政策決定において自立的な役割は果たさない（アリ

ーナ型）。執行府と立法府の間での衝突は、同じ多数派が支配するので、生じることはない。 

 

3）多数派不一致のハイブリッド型 

上述の2つの多数派が一致しない場合である。この場合には、執行府は議会多数派の代

表である首相によって担われることになり、大統領は憲法上認められた範囲の独自の役割

（外交、官職任命など）しか果たせないことになる。もとよりどの程度の固有の役割が認

められるかは、この型の国の憲法の規定によって異なることになる。この型は基本的に議

会制の論理で機能するが、執行府の一部であり、かつ固有の権限を有する大統領が野党側

である点で、政府内での膠着状態を招くリスクを内包している。議会は、形式的には政府

権力の源泉として重要性をもつが、独立した政策形成の役割は果たさない（アリーナ型）

と考えられる。 

 

4）多党連合内閣 

議会制であって、2つ以上の政党が連合内閣を形成する場合である39。北欧や大陸ヨーロ

ッパに多く見られる型であり、比例代表制の選挙制度と密接に関連している。議会は政党

の駆け引きの場として一定の自立的な政策形成の役割を果たすと考えられる。アフリカに

現在のところ事例がないため、以後の記述では省略するが、政党間での合意が重視される 

                                                 
39 その際に最小限勝利連合等さまざまのバリエーションがあるが、ここでは省略する。 
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ため穏和な性格をもつが、他方では変化がもたらされにくく停滞を招くリスクを内包して

いる。 

 

5）二大政党制内閣（ウェストミンスター・モデル） 

イギリスに典型的にみられる議会制で、二大政党が競い合い、政権交代を繰り返すもの

である。ニュージーランドなど 近では非常に限られた事例しかない。議会制の典型とし

て長く考えられてきたが、むしろ多党連合内閣が実際には議会制の多数を占めている。既

にその特徴は述べたところであるが、特定の選挙制度（小選挙区単純多数決制）とあいま

って、非常に集権的な性格をもたらす点が指摘されうる。 

 

6）一党優位内閣 

議会制であって、ある程度の期間（サルトーリによれば3議会会期以上）にわたって一

つの政党が全議席の60％以上を獲得している場合である40。自由選挙が行われているにも

かかわらず、一党が比較的長期にわたって多数を議会で占める点で、非民主主義的な一党

支配とは異なる。非常に集権的な性格がもたらされる。 

 

(2）各レジームの注意点と支援の課題 

以上概観してきた各レジームの抱える問題点とはどのようなもので、支援の際にどのよ

うなことを考慮すればよいのであろうか。もとより各国において状況は異なるであろうし、

後述する政治制度以外の要因も重要であるが、立法府支援を考える際には、少なくとも制

度的な問題点から出発しなければならないであろう。 

 

1）大統領制 

大統領制は俗に大統領に権力集中をもたらす型であると考えられているが、アメリカ・

モデルをみるかぎりそのような理解は正しくない。特にアメリカの研究者は、大統領制は

むしろ権力分立制として捉えるべきであり、抑制と均衡に基づいた穏和なモデルであると

強調している41。問題は、①執行府の長が正統性と権力を一挙に獲得できるため権力の個

人化を誘発しやすい、②社会にコンセンサスがなければ三権分立は政府と議会の間での硬

直状態（gridlock）を招きやすい、といった点にあると思われる。アフリカの場合には、こ

うした問題点が露呈し、強権的な大統領制(reinforced presidentialism)が常態であるといえ

るであろう。 

具体的な事例としては、ウガンダ、ケニア、ベナン、ギニア、また1996年以降のニジェ

ール（後者3ヵ国はフランス語圏では珍しい大統領制採用国である）を挙げることができる。 

支援のあり方としては、権力間の均衡と抑制をはかるという典型的な立法府強化を、シ

ナリオとして実行に移すことが可能であると思われる。ウガンダでは、アメリカ・イギリ

                                                 
40 サルトーリ（1980）p.333 
41 例えば、Rockman（1997） 
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ス・UNDP が中心になり、議会を対抗権力として強化する支援が行われてきたが、ウガン

ダの議員自身が、議会の自立性を確保する上で国際的な支援（資金・設備だけでなく外国

の団体とのネットワークの形成）が決定的に重要であったと述べている42のは示唆的であ

ろう。支援の具体的な内容としては、以下の3点を挙げることができる。 

①権力共存のカルチャー形成の支援 

大統領制において、大統領が議会で多数をしめる場合には（この場合が多い）権力

の集中がもたらされやすいことから、集権化傾向を緩和する方向での支援が考えられ

る。逆に、2つの多数派が不一致の場合にも、制度的なグリッドロック（膠着状態）を

招かないためにも、このタイプの支援は必要であろう。具体的には、与党と野党の間

で共同作業を行う機会をつくる、ポストの配分（議会の承認が必要なもの）をコンセ

ンサスで行わせることなどを通じて、権力共存のカルチャーを漸次育成していくこと

が考えられよう。より具体的には、議員を対象としたセミナー（貧困削減・ジェンダ

ーなどテーマ別でも議会技術養成の技術的な内容でもかまわないであろう）や議員を

第三国または日本に招聘しての研修旅行に、与党・野党双方を参加させることなどが

考えられる。 

②監視機能強化 

委員会設置を奨励し、特に予算関連の委員会(Public Accounts Committee)を支援する

ことが、議会による行政府の監視機能を強化する上では も基本的な支援の形態であ

ろう。更に、議会に場合によっては設置されるオンブスマン、会計検査院、評価機構

等を支援することも、考えられる。 

③政策形成機能強化 

調査・立法機能の強化をはかることが眼目であり、議員が必要とする情報の提供に

当たる議会図書館・調査員等の強化をはかることが考えられる。議会事務局の強化は

この文脈では特に重要であろう。 

 

2）ハイブリッド型（多数派一致型） 

この型では、大統領が議会の多数も握っているため、政策の実行可能性と言う意味では

もっとも実効性の高い政治が実現される可能性がある。しかしその反面、権力の集中が極

度に進むおそれがあり、人権・自由の確保が危険にさらされる可能性も強い。 

フランス第5共和制をモデルとした仏語圏諸国にみられ、ブルキナファソ、セネガル、

ニジェール（1993年－1995年）が具体例として挙げられる。 

権力の濫用のリスクが高いこの型では、大統領制において挙げた権力共存のカルチャー

の養成は、議会でも大統領が多数派を握っているためそもそも「共存」をはかることが難

しい。そこで人権の保障をはかることに力点をおいた監視機能の強化が支援の課題として 

は考えられる。人権、ジェンダーなどに関する委員会の設置や、セミナー等の開催が支援

形態として考えられる。 

                                                 
42 Etudes sur la gouvernance（2002）, p.140 
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3）ハイブリッド型（多数派不一致型） 

同じハイブリッド型でも多数派が一致しない場合には、既にみたように議会制的な機能

をする。議会は執行府の源泉であるものの、アリーナ型であり、政策決定に自立的な役割

を果たすことがない。この型に内包されたリスクは、執行府の中で大統領と首相が対立し、

政治が麻痺することである。スリランカにおいて、2003年に起こった和平交渉を担当した

首相と大統領との間の対立はこうしたリスクの危険性を示している。 

アフリカでの実例としては、1993年－1995年のニジェールを挙げることができる。1995

年に与党の一部がウスマネ（Ousmane）大統領に反旗を翻したことから、大統領が議会で

多数を失い、解散をしたものの、選挙の結果再び反大統領派が勝利を収めた。その結果、

フランス流の「コアビタシオン（cohabitation）」がアフリカにおいても発生したのである。

大統領も辞任を拒否して憲法上の固有の権限を行使したことから（政令の署名の拒否、人

事の拒否など）数ヵ月にわたって政治が麻痺してしまうことになった。そうした中で軍の

クーデターを招き、民主制が一時崩壊してしまった。 

アフリカでは他に事例をみることができないが、フランス型の半大統領制をとる仏語圏

諸国においては、いつ起こっても不思議がない事態である。こうした状態においては、ど

のような支援が考慮されるべきであろうか。議会は、執行府の源泉として重要であるもの

の、アリーナ型であり、自立的な政策機能は果たさない。そうした中での議会への支援は、

与党・野党（議会における）間の間での和解のカルチャーの醸成をはかるためにセミナー、

研修などに共同で参加させる等を考えることができよう。 

 

4）二大政党制内閣 

イギリスに典型的にみられる二大政党が交互に政権を担当するこの型では、政権交代が

アカウンタビリティを確保するための中心的な制度的手段として位置づけられる。議会は

まさにアリーナ型であり、自立的な政策形成の場ではない。 

現在のアフリカにおいて、この型がみられるのはモーリシャスのみである。大統領が存

在するが、議会から選出され、執行権を握るのは議会の多数派から選ばれる首相であり、

内閣は議会に責任を負っている。 

この型においては、政権交代がスムーズに繰り返されることがアカウンタビリティを確

保することにつながる。また執行権と立法権が融合しているため、権力の集中を招きやす

いといえる。そこで、外部からの議会支援の目指すべき内容としては、①代表制を機能さ

せるために、特に野党の議会での主張・発言が広く報道されるように、議会中継・広報（イ

ンターネット）を支援する、②少数意見が尊重されるようにするために（特に選挙制度が

多数決制であることから死票が多いことに鑑みて）、幅広い国民の意見が議会に届くように

する（国会議員と選挙民の間の接触の機会を増やす）支援が考えられる。国民の国会訪問、

要望を伝達できるネット掲示板などの導入が考えられよう。 
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5）一党優位内閣 

この型では二大政党制においてよりも権力集中が招来されるリスクが高い。政権交代と

いう垂直的なアカウンタビリティの確保が困難であるとともに、三権の均衡と抑制による

水平的なアカウンタビリティの確保も難しいからである。 

アフリカでは、南アフリカ、レソト、ボツワナがこの型に属すると考えられる。いずれ

の国においても、地方制度など憲法上の規定、歴史に基づく社会規範意識によって、集権

的性格が多分に緩和されていることに注意する必要がある。 

支援のありえる形としては、基本的には、二大政党制内閣の場合に挙げた諸点がここで

も妥当すると考えられる。少数意見の保護が、二大政党制内閣の場合よりもさらに重要性

を増すと思われる。そのためには、市民社会・野党の強化も視野に入ってこようが、立法

府支援の文脈では、少数意見・人権の保護をテーマとした議員の意識向上のためのセミナ

ー等を実施することが考えられる。 

 

2－5 その他の要因と立法府支援 

 

立法府支援を行う場合に考慮されるべきその他の要因として以下の4点を挙げることが

できる。 

 

2－5－1 地方制度（連邦制か中央集権か） 

上述のレジーム・タイプは、その国の地方制度のあり方によってはその特徴が強化され

たり、緩和されたりする可能性がある。先進国の事例であるが、イギリスの場合には、中

央集権的(unitary)であったが、近年の分権化（devolution）によってかなり状況は変化し

てきた。アメリカ政治の穏和な性格も、大統領制の性格からというよりは、それにかかわ

らずその他の要因（連邦制、政党制など）によってもたらされたものであるとの指摘もあ

る43。 

アフリカで連邦制を採用している国は数少ないが（ナイジェリアが数少ない代表の一

つ）、これはアフリカにおけるエスニシティー対立の厳しい状況の下で国民国家を維持しな

ければならないという要請を考えれば、理解することができる。アフリカにおける地方分

権・自治の促進は、中央政府の警戒心という壁を乗り越えなければならないであろう。エ

チオピアの1994年以後における連邦制化の試みや、連邦制という形はとらないものの9つの

省（province）に自立的な権限が憲法上認められており、上院(National Council of Provinces)

を通して各省の利益が国政に反映される仕組みになっている南アフリカの事例も注目され

る。ボツワナの政治においては、中央レベルでの集権的性格を、分権化が緩和する役割を

果たしていることが指摘されている44。 

当該国への立法府支援を考慮する際には、①政治システム全体の性格が中央・地方関係

                                                 
43 Sartori（1994b）, p.109 
44 Diamond et al（1995）, p.46 
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によってどのように影響を受けているのか（例えば集権的性格が緩和されるなど）、②立法

府、特に上院を支援することが中央・地方関係にどのような影響を及ぼすのか（例えば地

域代表から成る上院が存在する国において、上院を支援することは間接的に地方を支援す

ることになる）、に注意をすることが求められよう。言うまでもないが、地方分権が常に望

ましく、中央集権の方向が常に望ましくない、という静的な見方は好ましくない。当該国

の安定と民主主義という必ずしも常に一致するとは限らない目標の間でバランスのとれた

動的な見方をすることが必要であろう。 

 

2－5－2 政党状況（各政党の対立軸は何か、組織化の程度、政党規律の状況、政党シス

テムなど） 

 制度的な枠組みは重要であるが、現実の政治は政党のあり方によって実際の機能の仕方

が規定される。例えば、ラテンアメリカ（特にブラジルが典型的）にみられる政治の不安

定は、大統領制自体に起因するというよりも、大統領制と比例代表制（によってもたらさ

れるとされる多党乱立）の組み合わせに求められるとの見方が有力である45。議会が比例

代表制のために多数政党が乱立し、大統領を支持する多数派の形成が困難となり（議会制

と異なり、政府を支持しなくても政権交代・解散がもたらされることがないため、大統領

を支持する誘因が一層減少する）、その結果として、大統領制が本来内包している立法府と

執行府との間の膠着状態が発生すると考えられる。 

 

2－5－3 社会規範 

政治制度が現実にどのように機能するかは、その国における社会規範に大きく左右され

る。アメリカにおいて、大統領の属する政党と議会で多数を占める政党が食い違った場合

（“divided government”）でも内戦のような事態が発生しないのは、和解についての社会的

合意が存在するためであるとされる46。アフリカにおいても、セネガルのように民主的な

議論が歴史的に長い間認められてきた国では、制度や政党システムの面で権威主義的な政

治がなされていても、それが多分に緩和されることになる。 

 

2－5－4 社会構造  

現実の政治の機能に影響を及ぼす要因としては、その国の社会経済的な構造を忘れるこ

とができない。政治の社会基盤については多くの議論があり、ここでの限られたスペース

で要約することはできないし、また必要でもなかろう。アフリカにおいては、エスニシテ

ィーの問題が社会構造上の要因として も重要であろう。ボツワナにおいて民主制が長く

機能しているのは、エスニシティーが政治的な争点として克服されたことと密接な関係が

あるとの指摘はこの点で重要であろう。 

                                                 
45 Dahl et al（2003）, p.298 
46 Mettenheim and Rockman（1997）, p.239 

31 
 



 

32 
 



3. 提言 

 

3－1 立法府支援を行う際に考慮すべきこと 

 

 立法府支援を計画するにあたっては、以下の2つの点を考慮すべきであろう。 

 

（1）政治システムの構造と立法府の位置づけ 

 この点の重要性を指摘して、レジーム分析に基づく一つの見方を提示したのが本報告書

である。制度による拘束の範囲をまず理論的に把握した上で、各国の政治状況をもとにし

て民主化支援のための戦略を策定する必要があろう。 

 

（2）アクターの信念・選好 

 議会改革を誰が実際に行うのか。この点を考えて、その重要な主体＝アクターに対して

働きかけを行うことが必要である。それぞれのアクターがどのようなモチベーションをも

ち、どのようなインセンティブをもっているのかを分析することが求められる47。 

 

①国家エリート 

通常は議会強化には反対する誘因が強いと考えられるが、変化を主導することも

ありえる。その場合のモチベーションとしては、政敵の取り込み・街頭での国民の

意思表示への反応・選挙対策・国際的支援の獲得があり、いずれも自己の権力維持

のために必要とされる限りにおいて考慮されるであろう。 
 

②水平的機関（議会、裁判所など） 

 表面的には変化を主導して、自己の立場を強化したいと考えると思われる。しか

し多くの場合、現状維持に利益を感じていると考えられる（だからこそ改革のイニ

シアティブは当事者からは出てくることがほとんどない）。それでも彼らからイニ

シアティブが出てくる可能性があるとすれば、個人の自覚、制度的可能性（憲法改

正等により新たな権限―選挙結果の 終的判定など―を委ねられる等）、政治シス

テムにおける当該機関の位置づけの変化（世界銀行など国際機関が、議会での経済

改革プログラムの審議・承認を条件として要求することなどの結果、あるいは政治

プロセスにおいて議会・裁判所の政治的立場が強まるなど）が要因として考えられ

よう。 
 

③市民社会 

 変化を主導する中核的役割を潜在的に果たしうると考えられるが、しばしば力不

                                                 
47 Shedler（2000）, pp.333-350 を参考にした。 
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足であり、他の要因と絡み合う中ではじめて影響を与えることができる場合が多い。

モチベーションとしては、組織の主張の実現、組織の発言力の拡大が考えられる。 

 

④国際社会 

自己のモデルが正当性をもつとの主張、支援の実効性の確保、特定のイデオロギ

ー・規範の普及がその要因として考えられる。開発途上国における他のアクターへ

の影響力が極めて大きいため、しばしば変化を主導する力を果たすことが可能であ

ると考えられる。 

 

3－2 日本の立法府支援の課題 

  
日本によるアフリカの立法府支援を考えるに際しては、以下の2つの大きな論点をふま

える必要があろう。 
 

（1）日本の立法府支援は、あくまでも民主化支援（あるいは本報告書の枠組みでは民主

的ガバナンス支援）の一部として位置づけられ、法制度整備支援、民主化セミナーなど

と組み合わされた上で総合的に行われる必要がある。これは資源の効率的利用という観

点からだけでなく、日本の援助政策の戦略という観点からも要請されることであろう。

筆者の枠組みは図2－2で概略を示した通りである。 

 

（2）支援の対象とする国をどのように選定すべきかについては、2つの論点を指摘するこ

とができる。 

 

①水平的アカウンタビリティ（権力の抑制と均衡）を確保することに議会支援を限定

すべきか否か。限定するとすれば、対象国は、大統領制を採用している国に絞られ

ることになろう。あるいは、議会制、ハイブリッド型の国にも支援するのか？その

場合は、どのような視点から行うのか?垂直的アカウンタビリティ、あるいは人権

保障をどのように支援として具体化するのか? 

 

②民主的なシステムが機能している国を優先すべきか否か?具体的には、フリーダムハ

ウスの分類で、少なくとも部分的に自由とされ、選挙による民主制が実現している

国を選ぶべきかどうか。研究によれば、裁判所などの改革は、国全体が民主化へ既

に大きく動きだし、改革への明確なコミットメントが指導者にみられる場合にはう

まくいったが、そうでない場合は、うまくいかないとの結論がでている。 
 

上記（1）、（2）で示した論点は、今後一層の分析を必要とする課題といえよう。 
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補論 JICA による立法府支援に向けた具体的提案 

 

本補論では、日本（特に JICA）が立法府支援において具体的にどのような貢献を行うこ

とが可能かを検討する。 

 

（1）前提 

 以下では新たな組織を立ち上げて本格的にアフリカの民主化支援に取り組む場合（マキ

シマリスト＝ 大主義）と、既存のプログラムを中心にして再編する場合（ミニマリスト

＝ 小主義）の２つのシナリオに分けて、日本、特に JICA が立法府支援をどのような枠

組み・形態で行えるかを検討する。 

ただしいずれのシナリオの場合にも、民主化・ガバナンス支援に関するノウハウを蓄積

する場をどこかに設ける必要があると思われる。具体的には次のような点が考えられよう。 

ノウハウの蓄積という観点から も望ましいのは、JICA において民主化支援・ガバナン

ス支援（以下「民主的ガバナンス支援」と総称）を総合的に行うために、「民主的ガバナン

ス室」（仮称）を設置することであろう。これは、現在行われているアフリカ民主化セミナ

ー、法制度整備支援、さらにこれから実施される予定の立法府支援が別々の部署によって

担当されていて、総合的に日本としての民主化・ガバナンス支援の戦略の下に実施されが

たい状況を改善するために必要であると思われる。この組織は必ずしも JICA において民

主化・ガバナンス支援の実施にあたる必要はなく、同分野における戦略を立案し、各プロ

グラムと戦略の間の整合性を確保し、また各プログラム相互の調整を行うことを課題とす

ればよいであろう。各地域部内部において担当官をおくのも一案であろう。また平和構築

室の設置と合わせて、民主化・ガバナンス支援を担当する何らかの（調整）組織の設置は、

平和構築プログラムを支えるためにも必要であろう。 

 

（2）マキシマリスト 

1）「JICA 民主的ガバナンス地域トレーニングセンター」（仮称）の設置 

 

（目標）アフリカ（サハラ砂漠以南）において民主的政治の発展、ガバナンスの向上、人

権の保障を主体的に図り、ひいては貧困解消のための経済・社会開発、紛争予防、環境の

保護に資することを目的とする。 
 

（内容）アフリカ（東・南部アフリカ、西アフリカの2つの地域）に民主的ガバナンスを支

援する日本（JICA）の拠点を設置する。 

- センターの運営主体は日本とするが、活動内容の選定にあたるパイロット委員会は日本

側代表の他に、当該地域の政府・議会（主要全会派）・地方代表・市民社会代表・マルチ

のドナー代表から構成されるものとする。評価については、別に専門家から成る第三者

委員会を適宜設置して実施する。 
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-各センターの役割は以下の通りとする。 

①パイロット委員会を補佐する。 

②地域の政治・ガバナンス・人権状況を適宜モニターし、毎年報告書を提出する。 

③担当地域における各ドナーの政治的援助の動向をモニターし、必要があればドナー間

協議に参加する。 

④パイロット委員会の決定に従い援助の実施事務・管理を担当する（基本的に外部機関

（JICA を含む）に実施を委託するものとする）。 

⑤活動報告、評価報告を作成する事務を担当し、研修員 OB・OG のネットワークの形成

を支援する。 

-活動分野としては当初は以下の通りとする。 

①立法府支援 

②司法府支援 

③地方自治支援 

（候補地） 東・南部アフリカ：ケニア、南アフリカ 

 西アフリカ：セネガル、ガーナ 

（趣旨） 

①主体性（ownership）を確保する 

政治的性格の強い民主化支援・ガバナンス支援においては、通常の援助分野よりも

さらに現地アクターの主体性が要求される。そのためには、「ドナー：援助供与、当該

国：援助受け取り」という伝統的な枠組みでは所期の成果を挙げることはなかなか期

待できない。プロジェクトの選定という段階から当該国のステークホルダーを決定に

参加させることが決定的に重要であり、本計画は日本が大部分の資金を供給し、日本

のノウハウを提供し、日本の協力員を活用する点で日本のプロジェクトであるが、選

定・実施においては一切制限をつけずに、パイロット委員会の自主性に委ねる点で、

日本の援助としての性格を維持しつつ、現地アクターの主体性の確保をも図ろうとす

るものである。 

②パーマネントな態様を目指す 

 政治的援助では、以下の3つの点からパーマネントな態様が必要とされる。 

a）政治的援助においては、刻々と変化する政治状況に瞬時に対応することが求められ

る。そのためには、現地に拠点をおき、情報の収集にあたることが極めて重要とな

る（2―2節を参照）。 

b）従来の伝統的なスキームの協力（資金・資材供与、研修員の受け入れ、専門家の派

遣）のみでは、それぞれが断片的であり、全体の中での位置づけがしづらく、また

成果の把握も困難である。 

c）政治的援助は、その性格上、成果を短期的に測ることは困難であり、中期的な視野

で構想することが必要であり、そのためには個別のプロジェクト単位というよりは、

パーマネントな構造を何らかの形で設置することが必要と考えられる。 

③総合的な形態を目指す 
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政治的援助においては、以下の3つの点で総合的であることが求められる。 

a）当該国の政治状況が地域の政治動向と密接な関連をもつ（直接的な相互の内政干渉

だけでなく、人の大量で短時間における移動による隣国へのインパクトなど間接的

な影響も含めて）ことから、一国単位で民主化を進めることは限界があり、できる

だけ地域的な単位で構想を練ることが必要である。 

b）政治援助の性格からしていかに中立的であるとの信頼性を確保できるかどうかが計

画の持続性にとっての鍵を握るが、そのためには、バイ・マルチ・国家機関・非国

家アクターなど可能な限り多くのステークホルダーに依拠することが決定的に重

要である。 

c）便宜上各年度に既に挙げた3つの分野から1つを選定して行うこととするが、議会支

援を例に考えても、ア）議員研修、イ）資材供与（事務局などに対する）、ウ）事

務局員研修、エ）専門家派遣、オ）選挙民とのアクセス支援、などが考えられるが、

これらを有機的に結びつけて考えることが援助の効果的な実施にとって不可欠で

ある。 

 

（実施上考慮する点） 

①主体性の確保が重要であるものの、円滑に本計画を実施するためには、センターの

有能な事務責任者のリーダーシップが求められる。在外公館・JICA 事務所との連携

の下で、有能なプロジェクトリーダーを公募し、専門家として 低3年間派遣する

ことが考慮される。 

②地域政治のアナリストとして、日本人専門家のチームリーダーによる管理の下で、

国籍を問わずコンサルタントを何人か雇い、優れた各国政治分析を毎年実施する。 

③研修の効果的な実施のためには、過去の研修生のネットワークづくりが重要な柱の

一つとなる。そのために「同窓会」形成をセンターの主要な活動の一つとして位置

づけ、これを支援する。また地域での研修を優秀な成績で修了したものについて、

選考の上、日本での研修に派遣する。日本での研修を行ったものは、帰国後、「同

窓会」などにおいて指導的な役割を果たすことが期待されるものとする。 
 

（3）ミニマリスト 

既存の JICA の民主化支援プログラムを再編し、「立法府支援」をその柱の一つとして位

置づける。（上述のマキシマリストと位置づけは同じ）。 

1）アフリカ民主化セミナー 

 アフリカ諸国民主化に重要な位置を占める主体を形成するための技術協力の形式として、

引き続き役割がある。ただし国会議員に対象を限定する必要は特になく、また形式（開催

場所を含む）も再考の余地があると思われる。具体的には、次のようなことが考えられる。 

 日本の民主化支援プログラムを立法府支援・法制度整備支援・地方自治支援及び市民社

会支援という基本的枠組みを想定した上で、それぞれの分野を毎年入れ替えて研修プログ

ラムを実施することが考えられる。その場合は各プログラムの番が回ってくるのは5年に1
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回となり、例えば市民社会の強化を目指すとした年には、NGO 関係者を中心としたセミナ

ーを現地（第三国を含む）または日本で開催する。あるいは法整備支援を重点とする年に

は、法曹関係者（裁判官、弁護士、検事など）を中心に同様の要領でセミナーを開催する

ことが考えられる。 

もう一つの案としては、2～3年同じプログラムを集中的に行い目に見える効果を追求す

る方式が考えられる。例えば地方自治支援を重点領域とすれば、1年目は地方議員、2年目

は地方自治体職員を中心としたセミナーを同様の要領で開催することが考えられよう。 

実施方法としては、日本で開催するのとアフリカで開催するのを交互に行うことが考え

られる。 

また効果のモニターが従来必ずしも十分でなかったことを改善するため、以下の措置を

とることが考えられる。①民主化支援プログラム（アフリカ）全体の政策評価を実施し、

その一環としてアフリカ民主化セミナーの効果を評価する、②セミナーのフォローアップ

を実施（特に同窓会の組織）する。研修生 OB・OG から、過剰な支援への期待を招かない

形で、議会改革のために更に何が必要かをアンケート調査する（調査への協力を得るため

に、できれば現地に赴き、直接聞き取りをすることが求められよう）。 

 

2）立法府支援 

２章であげたレジーム別の支援形態が考慮されるべきであるが、通常立法府支援として

は、以下の4つのカテゴリーに分けて考えることができる（補－1）。 

 

①IPU や UNDP と共同で行う（コモンウェルスや仏語圏と共同で行うことは当該組織の

排他的な性格から現実的ではないであろう）。具体的な協力の形態については、UNDP

の民主的ガバナンス・トラスト・ファンドへの拠出、日本主催で IPU によるミッショ

ンを派遣、セミナーの実施（日本の国会議員の参加をはかることが重要）などが考え

られる。国際機関と協調することによって、中立性の確保や日本側の実施体制の脆弱

性を補うことができよう。 

②立法府支援の受け入れ先として、当該議会にプロジェクト受け入れ・管理のための超

党派の委員会を形成してもらう（モザンビーク、ウガンダに実例あり）。あるいは議会

事務局に対外関係のセクションを設けて担当させる（ケニア、ジンバブエに実例あり）。

これによって援助受け入れ側の主体性を確保する一助となろう。 

③議員の研修に際しては、議員が議員同士の交流から多くを学ぶとの観察結果から、国

会議員同士の交流を促進する（アジアの国会議員とアフリカの国会議員による立法作

業・議会の役割に関する研修プログラムを支援する第三国研修を組織する。これは南

南協力としても有意義であろう）。①であげた他の機関との協力、特に IPU 本部、あ

るいはそのアフリカ支部との間で連携をはかることが重要となろう。 

④日本の国会、特に国会事務局による技術協力実施体制を整備する。英語を含めた外国

語による説明能力のある職員の数が極めて少ない現状では、長期的な専門家として現

職の職員を派遣することは現実的でないと考えられる。しかしながら短期のセミナー
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等への派遣は可能であろうし、日本での研修の組織については、国会事務局の退職者

を活用すること（通訳をつけた上で）が考えられよう。 

 

補－1 立法府支援の4カテゴリー 

 立法府支援のカテゴリー 
カテゴリー 支援対象・支援内容 
立法府スタッフの支援 ・ 立法府内、主として、職業専門スタッフ。 

・ スタッフが必要とする、政策分析、予算審査、法案起草

や調査等の、立法機能の為の技術と能力の促進。 
包括的制度開発 ・ スタッフや全ての政党、党派の議員がいる議会内。 

・ 公的機関、他の政府機関と関係する議員やスタッフの役

割を含む、全体的な制度を考案する。 
・ 監督、予算、法案作成、陳情など立法機能の手段の効果

を向上させる。 
・ 内部での運営上のルール、委員会構成、あるいは情報を

広める為の手続きを通して、議会で民主主義の諸原則が

いかに形成されるかをチェックする。 
物質面、行政上の基盤開発 ・ 議会内で能率的、効果的な運用の為の、物理的、行政上

の基盤開発をする。 
・ 提出、追跡、議会書類のファイリング、そして議事録の

公表などの改良。 
・ 議会、委員会室、執務室などの建築、設備の改良。 
・ 電話、コピー機、コンピューター、音響・電光掲示板設

備を含むオフィスや備品の供給。 
外部勢力支援プログラム ・ 市民社会やメディアを含む議会外を対象とする。 

・ 議員やスタッフに調査、分析、訓練支援を提供する為の

独立したセンターを設置する。 
・ 議会の進展具合の監視、民衆の認識と立法活動への入力

の促進、あるいは議会への支持を組織化する活動。 
・ 立法過程と議員活動の透明性をメディアの活動と投票を

通し促進する。 
出所：Lippman and Emmert（1997）, p.6 
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